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官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 埼玉県吉川市総務部財政課 

②事業名 吉川市福祉の拠点整備事業 

③本事業の現在の検討ス

テージ 
1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

【旧庁舎跡地について】 

新庁舎の建設（別地建替え）に伴い、旧庁舎跡地（第一種住居地域、

7,181.16 ㎡）を福祉の拠点として整備する予定。主な内容としては、

現状、旧庁舎敷地内にある地域福祉の担い手である「社会福祉協議会事

務所」を軸として「高齢者の生きがいづくりのための場」、「障がい者

の生活支援のための場」、「多世代が集える場」を考えている。（現段

階では、庁内で新たに検討会を実施している状況であり、未決定であ

る） 

民間事業者から見た事業の市場性の有無や市の希望内容にあとどのよ

うな事業を付加すれば、市場性が出るのかアイデアを把握したい。 

また、事業手法については、以前実施した庁内跡地検討委員会において

民間活力を図る、としているが具体的には決定していないため、民間事

業者からの助言・提案を踏まえて決定する予定。 

④サウンディングの目的 当該敷地は、駅から約 1.7km、最寄りのバス停から徒歩約 300ｍ、

旧市役所という場所のため、市民にとってはある程度認識のある場所と

なっている。 

跡地利用については、社会福祉協議会事務所を軸として高齢者や障が

い者のための施設を考えているが、隣接する保健センターの利用者も取

り込むことにより、全世代間で集まれる、または交流を持てる施設にす

ることも視野に入れている。 

サウンディングを実施する理由としては、民間事業者の豊富な経験や

実績などから民間が関与できる部分があるのか、あるとしたらどの部分

か、その他、プラス α の事業を民間で実施するとなるとどういった事業

が考えられるのか、などを確認し、基本構想に盛り込んでいく予定であ

る。 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

⚫ 市が希望する施設について、民間が入る余地（プラス α 部分）がある

のか。あるとすればどのような施設なのかご提案頂きたい。 

⚫ 世代間交流のできる施設、または、全世代が集まれる施設とはどのよ

うなものがあるのかご提案頂きたい。（現段階ではスポーツ施設や広

場を考えている） 

⚫ 既存施設（社会福祉協議会）部分については、市が実施し、それ以外

の部分について民間で実施することが可能でしょうか。 

⚫ 官民連携手法としてどのような手法が想定されうるか、またどのよう

な手法が適しているのかご提案頂きたい。 

⑥対話を希望する業種 1. 設 計     2. 建 設     3. 不 動 産     

4. 金融機関     5. 維持管理     6. コンサルタント     

7.運営（                       ） 

8.その他（                      ） 
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⑦対話を希望する事業者

の事業展開エリア 
1.全国展開している事業者   2.当該エリア外の事業者  

3.地元事業者      4.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 １ . 公 有 財 産 利 活 用  ２ . 都 市 公 園  ３ . 観 光 施 設  

４ . 教 育 ・ 文 化 関 連 施 設  ５ . 賃 貸 住 宅 ・ 宿 舎 等  

６.廃棄物処理施設・斎場  

７.インフラ施設（                   ） 

８.その他（                      ） 

②事業の種類 1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

③想定する事業類型 1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.その他（             ） 

④想定する事業の手法 １.PFI事業（   ）方式 ２.DBO 方式 

３.包括的民間委託 ４.指定管理者制度  

５.コンセッション 6.Park-PFI  

7.土地の賃貸借 8.土地の売却・譲渡 

9.建物の賃貸借 10.建物の売却・譲渡 

11.その他（             ） 

⑤事業内容 旧庁舎跡地に福祉の拠点を整備する。 

⑥現状及び課題 市民のための福祉的なサービスは多岐にわたり、また、福祉的な需要

も年々増加傾向にある。このような地域福祉の中核を担う機能として社

会福祉協議会があり、社会福祉協議会を軸とした施設の設置についての

必要性は高いと言える。現在、社会福祉協議会が借用している建物は、

旧市役所第二庁舎として使用していた建物であり、建設から 31 年が経

過している。今後も使用を続けるには、大規模な改修が必要である。 

 また、市の財源確保の課題もあるため、民間活用の検討が必要であ

る。 

⑦前提条件 利用者の想定としては、社会福祉協議会に来る方（介護する人・され

る人、包括で開催するサロン参加者、子育て世代、障がいをお持ちの

方、ボランティア団体など）。また、隣接する保健センターで検診を受

ける親子、検診に来る成人。 

土地に関しては、市の所有とし、施設の所有形態に関しては、特に指

定はない。 

⑧事業スケジュール（予

定） 

未定 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含

む） 

埼玉県吉川市吉川二丁目１番地１（JR 武蔵野線吉川駅からバス） 

②敷地面積 7，181.16 ㎡ 

③土地利用上の制約 第一種住居地域、防火指定なし、建蔽率／容積率：60％／200％、吉川

第一地区地区計画 

④所有者 吉川市 

⑤周辺施設等 ＪＲ武蔵野線 吉川駅から約 1.7km、最寄りバス停から約 300ｍ 

⑥対象地周辺の環境 住宅地区、隣接地に保健センターあり。 

⑦その他 
(上記項目以外の情報、特

徴、留意すべきこと等） 

近隣に越谷レイクタウン、三郷ららぽーとがある。 

 

■ 添付資料 

⚫ 福祉の拠点整備検討資料 


